
令和 4 年４月１日 現在 
  

１. 訪問介護 
サービスを利用した場合の「基本利用料」は下記のとおりです。お支払いいただく「利用者負担

金」は、原則として負担割合証に記載のとおりになります。（※負担割合１割～３割まであります） 
ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いた

だきます。また、減額認定証がある場合は、減額内容に記載された給付率を適用します。 
 
身体介護 負担割合１割の場合 

区分 
20 分以上  
30 分未満 

30 分以上  
１時間未満 

１時間以上                     
１時間 30 分未満 

１時間 30 分以上                     
（30 分増すごとに） 

基本料金 ２５０円 ３９６円 ５７９円 ８４円を追加 

 
身体生活（身体介護に引き続き、生活援助を行う場合） 負担割合 １割の場合 

区分 
生活援助  

30 分未満 60 分未満 80 分未満 

身体介護 

20 分以上 30 分未満 ３１７円 ３８４円 ４５１円 
１時間未満 ４６３円 ５３０円 ５９７円 
１時間 30 分未満 ６４６円 ７１３円 ７８０円 

２時間未満 ７３０円 ７９７円 ８６４円 

2 時間 30 分未満 ８１４円 ８８１円 ９４８円 

3 時間未満 ８９８円 ９６５円 １,０３２円 

３時間 30 分未満 ９８２円 １,０４９円 １,１１６円 

４時間未満 １,０６６円 １,１３３円 １,２００円 

４時間以上 ※その都度ご確認ください。   

 
生活援助 負担割合 １割の場合 

区分 20 分以上 45 分未満 45 分以上 

基本料金 １８３円 ２２５円 
 
 
 

２. 第一号訪問事業（訪問型サービス）  
サービスを利用した場合の「基本利用料」は下記のとおりです。お支払いいただく「利用者負担

金」は、原則として負担割合証に記載のとおりになります。（※負担割合１割～３割があります） 
ただし、秋田市の給付サービスの支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額

をご負担いただきます。また、減額認定証がある場合は、減額内容に記載された給付率を適用しま
す。 

 【訪問介護および訪問型サービス】利用料と利用者負担額について 

 



区分 
第一訪問事業 

訪問型サービス（Ⅰ） 訪問型サービス（Ⅱ） 訪問型サービス（Ⅲ） 

基本料金／１カ月あたり １,１７６円 ２,３４９円 ３,７２７円 

※訪問サービスＡ（利用者負担金）：回数払い 225 円／回、要支援１・２ 事業対象者 
※ケアプランのとおり、利用した場合は月額報酬とします。 
利用者の都合でのキャンセルや祝日は当事業所の訪問がないため回数払いの請求とします。 

 

３. 加算（利用者負担分） 
加算項目 加算料金 
（ア）初回加算  １カ月あたり ２００円／月 
（イ）生活機能向上連携加算 １カ月あたり ２００円／月 
（ウ）介護職員処遇改善加算 (（月のサービス利用負担の合計 ＋(ア)＋(イ)）×１３.７%（小数点以下四捨五入） 
（エ）介護職員等特定処遇改善加算 月のサービス利用負担の合計 × ４.２%（小数点以下四捨五入） 
※（ア）（イ）は適用した場合のみ加算されます。 
※「訪問型サービスＡ」を利用されている方は（ア）初回加算のみ該当します。 
 

４. 割り増し、減額等 
上記１、２の基本料金に対する割り増し、割引きは次のとおり 
（ア）早朝（６：００～８：００）   ２５％増し 

夜間（１８：００～２２：００） ２５％増し 
深夜（２２：００～６：００）  ５０％増し 

（イ）サービス提供にあたり２人で訪問する必要がある場合は、２人分の加算となります。 
（ウ）軽減確認証が発行されている方は、記載されている割合で利用者負担が減額されます。 

 

５. その他の経費 
・訪問介護等利用の際に、通院介助等の同行に伴う移動のための交通費実費などサービス提供 
に係る必要な経費実費を負担していただきます。なお、これらの経費が関わる場合はその都  
度いただきます。 

  ・サービス実施のために必要な水道・ガス・電気代等は利用者負担といたします。 
 

６. 介護保険外サービス 
・介護保険外のサービスとなる場合 
「サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む」には、全額自己負担と

なります。 
・介護保険外のサービスとなる場合 
ケアプランを作成する際に介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになり

ます。 
【社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 秋田市社協ホームヘルパー事業所】 

住所：〒010－0976 秋田市八橋南１－８－２ 
電話：０１８－８６６－１３４３ FAX：０１８－８６６－１３６８ 

 

【社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 秋田市社協ホームヘルパー河辺出張所】 
住所：〒019－2625 秋田市河辺北野田高屋字上前田表６６－１ 

電話：０１８－８８１－１２０５ FAX：０１８－８８２－３４６７ 


